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【日 時】  ２０２３年（令和５年）１２月１９日（火）１８時３０分～ 

【場 所】  主婦会館 プラザエフ ３階 コスモス（JR「四ツ谷駅」 麹町口 徒歩 1分） 

【内 容】 「日本の入管問題について」 

【講 師】   指宿昭一弁護士 

  【講師プロフィール】暁法律事務所所長、日本労働弁護団常任幹事・東京支部事務局長、 

外国人技能実習生問題弁護士連絡会共同代表、外国人労働者弁護団代表。労働者側に立った労働問

題、外国人の入管問題、外国人技能実習生の人権問題に長年取り組んでいる。2021 年 7 月、アメ

リカ国務省が公表した人身売買に関する年次報告書の中で、人身売買と闘うヒーローの 1人に外国

人技能実習生の支援活動に取り組む弁護士として選ばれた。 

【企画概要】 今回、青年法律家協会では、入管問題を扱うことにいたしました。 

２０２１年に、名古屋出入国在留管理局にて発生したスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさ

んの事件で、日本の入管施設における悲惨な実態が明らかとなりました。このような事件が起き

たにも関わらず、日本政府は、入管法改正難民認定申請が３回目の場合などには、その迫害の危

険を判断するまでもなく強制送還することができるようになるなどの入管法改正を成立させまし

た。同改正でも原則収容主義、無期限収容、司法審査なき収容であることについて変わりありま

せん 

 今回は、日本の入管制度の問題点や、今回の改正の問題点、あるべき入管の在り方について、 

入管問題のスペシャリストである指宿先生に講演して頂きます。 

 

下記 FAXまたはメールにて出欠をご回答いただければ大変助かります。よろしくお願い致します。 

  

オンライン（ＺＯＯＭ）参加者希望者は必ずメールアドレスを送ってください。 
--･--･--･--･--･--･--･--･--･--･--･--･回答書--･--･--･--･--･--･--･--･--･--･--･--･   

返信FAX：０３－３８８１－７４７１ 北千住法律事務所 弁護士 石井 一禎 宛 

または kazuyoshi-ishii@mbr.nifty.com まで。 

 

 

 

①   １２月１９日（火）１８時３０分～ 東京支部セミナーに 

 

直接参加する  / ZOOMで参加する /参加しない 

   

②   終了後の懇親会に 

     

       直接参加する   /参加しない 

 

ご芳名                                  

 

電話                                      

 

メールアドレス                                    

            

修習   期、   ＬＳ   回生、   大学     回生 


